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２月２日 高崎市下豊岡町275-1にて 「高崎リフォームショールーム本店
がグランドオープン致しました。
水回りに特化したショールームとなっております。
各メーカーのパンフレットや実機に触れてじっくりとご覧頂くことが可能で
す。

オープン当日は多くのお客様がご
来場され、弊社の管理物件オーナ
ー様も大勢駆け付けてくれました。

ご自宅のリフォーム、新築工事に
限らず投資物件の修繕や新築等も
引き続き行っております。
是非一度ご来場下さい。

本年もよろしくお願い致します。

今回は繁忙期対策の「繁忙期特別号」としてお送りさせて
頂きます。

繁忙期の後半時期ではございますが皆様の物件は上手く空室
を埋めることが出来ましたでしょうか？
しっかりとした準備や対策をして、満室経営を目指しましょう。

また２月２日にグランドオープンした「高崎リフォームＳＲ本店」
につきましても今回、ご紹介をさせて頂きますので、是非ともよろし
くお願い致します。

ご興味、ご相談がありましたら弊社スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さ
い。

ごあいさつ
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高崎リフォームＳＲ本店 グランドオープン！！

代表取締役

武井 一樹



賃貸管理コーナー ①

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：管理ご相談窓口
℡ 0480- 担当：光山（みつやま）

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様管理ご相談窓口
℡ 0120-689-840 担当：堀口（ほりぐち）

取締役 本部長
堀口拓也
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空室募集、空室対策、工事、売却・購入のご相談・お問い合わせ
℡ 0120-689-840 担当： 堀口（ほりぐち）

【物件検索は“写真の多さ”が重要】
物件を契約した人に対し物件検索後に問い合わせ・訪問する不動産会社を選ぶときのポイントは、「写真
の点数が多い」が83.3％と突出して高く、「特にポイントとなる点」も45.1％が同項目を選択していました。
また「物件情報を探す際に必要だと思う情報は？」という質問の回答には、上位10項目のうち9項目が写真
関連の回答となっている事もわかりました。つまり、物件を検索し、探すポイントは、ほとんどが写真情報に集
中しています。

物件検索は「写真の多さ」、
設備は「独立洗面台・ネット無料」、
～入居者サイトアンケート結果発表～

不動産情報サイト運営事業者で構成される不動産情報サイト事業者連絡協議会
（RSC）が10月27日、「不動産情報サイト利用者意識アンケート」調査結果を発表しま

した。過去1年間のうちに、インターネットで自身が住む賃貸または購入するための不動産物件情報を調べた
人を対象に、調査しています。調査期間は3/15～5/15、有効回答人数は約1,000人。今回は、その結
果を踏まえて、繁忙期に向けた対策を一緒に考えていきましょう。

物件情報を探す際に希望する設備
のトップ2は、独立洗面台とインター
ネット無料でした。その他、追い炊き風
呂、温水洗浄便座、TVモニターフォン、
24時間ゴミ出し可能と続いて回答さ
れていました。物件が古くなっていく中で
も、今の時流に合わせて、入居者が希
望する設備を取り付けていく事は、成
約に向けてとても重要になります。また
これは不動産情報サイトの進化ととも
に、設備検索項目が増え、より入居
者さんが、求める希望が広がっている
とも言えます。

【希望する設備トップ２は
“独立洗面台・ネット無料”】

物件情報を探す際に必要だと思う情報

物件情報を探す際に希望する設備



賃貸管理コーナー ②

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：管理ご相談窓口
℡ 0480- 担当：光山（みつやま）

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様管理ご相談窓口
℡ 0120-689-840 担当：堀口（ほりぐち）

取締役 本部長
堀口拓也
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-3-空室募集、空室対策、工事、売却・購入のご相談・お問い合わせ
℡ 0120-689-840 担当： 堀口（ほりぐち）

2019年 繁忙期へ突入！
空室が多い物件の共通点から対策を打つ！

上記で空室が長期化する大きな原因を5つ上げました。全国
平均の賃貸物件入居率は70～80％と言われます。対策を打
っていない物件が、まだまだ多い中で、原因をつきとめ対策を打
っていければ70～80％側の物件に入る事ができます。答えは、
物件現場と、インターネット上にあります。オーナー様自身が、経
営者感覚をもち、本気で空室を埋める意識を持てば満室経営
は続けられます。原因発見と対策作りについてお困りの場合は、
ぜひご相談ください。

いよいよ2019年繁忙期に入りまして、空室に悩んでいらっしゃる賃貸オーナー様から、
相談を多く受けている中で気づかされたのですが、空室が多い物件には共通点がありまし
た。改めて共通点から、空室の原因と対策について、ご紹介します。

【空室が多い物件の共通点！原因と対策】
①インターネットの検索で出てこない
ご自身の物件がインターネットに掲載されているのを確認していますか？多くのユーザーは賃貸を探す際に、ポータルサ
イトを活用しています。検索画面を見ると、物件の希望する条件・設備・特徴にチェックする項目が複数あります。チェッ
ク項目に該当すればご自身の物件がヒットし、ユーザーの目に付くようになります。ご自身の物件がインターネット上に掲
載され、基本チェック項目にて探される環境になっている事を、ぜひ確認してみてください。

②オーナー様が物件の強みを理解していない
不動産営業マンは強みが多い・目立つ物件を中心に案内します。強みを活かした、営業トークは案内しやすく、早く決
まるからです。もし物件の強みがないと感じていても、最低1つは作る事をおすすめします。強みを作る上で重要なポイン
トは、ポータルサイトでのこだわり検索に掛かる内容を作る事です。ポータルサイトではニーズがある特徴・強みに関して、
検索項目を設けていますので、ある程度以上の検索数は保証されています。ご自身の物件に該当する条件で検索して、
ニーズがある新設備などをつける事は、強みになり対策効果が高くなります。

③物件の外観・共用部が汚れている
ポストにチラシなどが溜まっている、放置自転車がある、掲示板に手書きで注意書きをしている等、パッと見て汚れてい
ると判断される物件はユーザーから敬遠されます。不動産営業マンも、まず最初にチェックするのが外観・共用部の状態
です。いくら室内を綺麗に保っていても、まずは外観・共用部で判断されます。逆に外観・共用部分が綺麗で良い印象
を持たれると、それだけで物件が決まりやすくなる可能性が高まります。

④募集条件が厳しい（初期費用・家賃）
ポータルサイトで検索すると、敷金・礼金０円の物件が50％を超える地域も出てきました。初期費用が原因で、ユー
ザーの間口を狭めているというケースもあります。曖昧な表現での手数料ではなく、初期費用を０円にして、月々会費
〇円にて仲介手数料、補修費、鍵交換費などが含まれるという新たな条件での貸し方も出てきました。家賃については、
競合となりうる、同じ『地域・築年数・間取、etc』の物件と比べて家賃に開きが出ている場合があります。これもポータル
サイトで確認すれば一目瞭然です。募集する際には常に確認する事をおすすめします。

⑤対象ターゲットが曖昧（増えるターゲット層）
マーケティングの基本ですが、商品（物件）＝ターゲットが明確になっているかが重要です。単身学生、30代女性、
高齢者、シングルマザー、外国人、法人短期、etc、ターゲットに合わせて物件の条件を変える事で、お客様が一気に
増える事もあります。他物件が避けるターゲットほど成約する確率は上がります。可能性のあるターゲットに合わせた物件
づくりに挑戦してみましょう。
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業界ニュース ①

㈱船井総合研究所
不動産支援部

上席コンサルタント
松井哲也

2019年10月、消費税8→10％へ増税！
賃貸オーナーに必要な対策とは？

【消費税増税は賃貸経営にどう影響する？】
いよいよ2019年10月に消費税が10％へ引き上げられることになりました。予定通
り10%に増税した場合、賃貸経営にはどんな影響が出てくるのでしょうか。賃貸経
営を行うオーナーの皆様に、10%増税に向けて押さえておくべきポイントを紹介します。

【消費税10%増税が影響する3つのポイント】
❶工事・建築費用
建物を修繕工事、また建築する場合には、相談から打ち合わせ、企画設計、建築請負契約まで時間
が掛かります。さらに建築では着工から完成・引き渡しまでさらに多くの時間がかかります。そうなると、今か
ら計画を実行に移したとしても、2019年10月の増税スタートまでに完成に至らないケースもあると考えら
れます。そうなれば、増税分の2%が重くのしかかることになりかねません。
国ではこうした点を考慮して、①2019年9月30日までに引き渡しが完了した場合、または②2019
年3月末日までに契約を締結した場合に、現行と同様に税率8％が適用されるという「経過措置」の
適用を打ち出しています。消費税の税率が引上げられる前の所定の時期までに工事請負契約をし、消
費税率の引上げ後に引渡しを受ける場合、引上げ前の消費税率の適用が認められる措置のことです。
経過措置を適用すれば、仮に①の条件を満た
せなくても、2019年3月末日まで契約を済ませ
ておけば完成・引き渡しが10月を過ぎても増税
となりません。したがって、2019年3月中に契約
を締結できるようにするためには、少なくとも半年
前の2018年10月から計画を実行に移すことが
望まれます。ただし、増税前の駆け込み需要で、
どの業者も繁忙を極めることが予想されるので、
できれば余裕をもって2018年内、また2019年
の早い段階では、工事・建築プランの方向性を
固めておくことをおすすめします。

❶売買価格
収益物件、住宅など、不動産を購入する場合に消費税が課税されるのは、｢建物｣にかかる価格になり
ます。｢土地｣部分については、元々消費するものではないため、消費税は課税されません。これは、収益
物件、一戸建、マンションでも同じです。また、｢消費税が課税されるのは新築だけ｣とも言われていますが、
正しくは売主が｢課税事業者｣の場合に消費税が課税されます。そのため、中古であっても課税業者
が保有している物件であれば、消費税の課税対象となりますので注意しましょう。不動産の売買に関
しては、高額な物件になればなるほど、大きな差が出ますので、購入時期については改めてご考慮ください。

❸仲介手数料
上記のように不動産を購入する場合には、不動産会社に対して仲介手数料を支払わなければなりませ
ん。この仲介手数料 (売買価格×3%+6万円)×消費税 も課税対象となります。既に不動産会社
で、仲介手数料を支払って、購入する計画のある場合は、増税前に購入することをおすすめします。

工事、建築、売買価格、仲介手数料、そのほか個人的に住宅建築や、住宅購入をされる方もいると
思います。消費税の増税前か後かでは、数十万円もの価格差が生じることもあります。一般の住宅購入
者にとって消費税増税はかなり大きな負担となりますので、政府はこのような事態を見越して、一定の要
件のもと所得税や住民税が控除できる制度を別途設けている部分もあります。
オーナーの皆様にとっては、それぞれの状況や、計画があると思いますが、今一度上記3点のポイントを
考慮しながら、2019年10月の消費税増税に向けて、ご準備頂けることをおすすめします。

税率8%の経過措置適用例
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業界ニュース ②

㈱船井総合研究所
賃貸支援部

上席コンサルタント
松井 哲也

【賃貸経営にかかる必要経費とは？】

賃貸経営において、
費用計上できる必要経費を考える！

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。さて2018年度
確定申告の時期も近くなってきましたが、今回は賃貸オーナー様にとって関心の高い、賃
貸経営において費用計上できる必要経費について考えてみたいと思います。最終的には
税理士さんなどの専門家へ相談いただきたいとは思いますが、賃貸経営の参考にして頂
ければ幸いです。

【経費として計上する際の注意点】
プライペートで使用する費用と、賃貸経営に使用する経費とでは線引きが難しいものもあります。どのような
用途に使用したのかがわかるよう、証拠を保管する事をおすすめします。領収書はもちろん、飲食代なら打ち
合わせや接待をした相手の名前、人数などを明らかにして、現金出納帳の摘要欄に記入しておきます。必
要経費をしっかりと管理することは、所得額を圧縮して節税効果を得ることにつながります。また、たとえ国税
庁からの税務調査が入っても慌てることなく対応できます。ただし、必要経費はここに挙げた以上に細かい条
件や内容もあります。青色申告や、法人化への切り替えなども含めて検討する事も含め、税理士などの専
門家に相談する事をおすすめします。賢く現金を残せる賃貸経営を進めていきましょう。

1 減価償却費
建物や附属設備の減価償却費です。これらの取得費用、購入費用は定められた期間で費用を分
割し、減価償却費として毎年一定額を計上します。

2 租税公課
租税は不動産の取得や事業に関わる税金です。土地・建物の固定資産税・都市計画税、登録免
許税・不動産取得税、印紙税、事業税、自動車税などが該当します。
公課は賦課金や罰金などです。

3 損害保険料
火災保険、地震保険、賃貸住宅費用補償保険など、所有するアパートが加入している損害保険
料です。

4 修繕費
建物や付属設備、機械装置、器具備品などの修繕費のうち、通常の維持管理や修理のために支
出されるものは必要経費になります。

5 交通費
物件の確認などで現地に行くために使用した電車代、ガソリン代、駐車場代などを交通費として計上
できます。

6
管理委託費
仲介手数料
広告宣伝費

管理会社へ支払う賃貸管理委託費、仲介手数料、広告宣伝費です。

7
通信費

水道光熱費
管理会社や入居者との連絡に使った電話・郵便・インターネット利用料などは通信費となります。
廊下の電気代や植栽の散水等、共用部に発生する水道光熱費も経費になります。

8
青色事業専従者給与

給料賃金

10室以上の事業的規模で青色申告をした場合、青色申告者と生計を一緒にする扶養親族以外
の親族へ給与や賞与を支払った場合は、それは経費となります。従業員を雇っている場合は、その給
与は経費になります。

9 接待交際費 管理会社、税理士などとの打ち合わせ時の飲食費などが該当します。

10
消耗品費
新聞図書費

不動産賃貸業に関連する文具代や備品を購入した場合は経費になります。物件撮影のために使
用したデジカメ、チラシ作成のために使用したPC、プリンター、印刷用紙なども計上可能です。

11
地代家賃
解体費
立退料

借地や転貸等で不動産事業をやっている場合は、その地代や家賃が経費となります。
老朽化した物件の解体や立退料も経費となります。

12
ローン保証料
借入金利子

借入で保証会社を利用している場合には、その保証料は経費です。借入金の利子については経費
に計上でします。元本部分は経費とはなりません。
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相続相談コーナー ①

各税制度の特例の利用には一定の条件があります。資産税に詳しい各専門家（税
理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口
℡ 0120-689-840 担当： 堀口（ほりぐち）

Ｑ．親が高齢になり、相続対策に直面しています。
今まで相続について考えたこともなかったので勉強中です。
資産はどのように相続するのがよいのでしょうか？

Ａ．資産の相続は評価額や、オーナー様それぞれの考え方
によっても違います。
まずは『資産の形態によって評価が変わってくる』
ということを覚えておくと良いでしょう。

上記の図は、資産の“形態”ごとに相続評価額が変わる、ということをわかりやすく比較した
図です。基本的に現預金はそのままの価値で評価されますが、上図のように、不動産や骨董
品など、価値が“形態”によって変わるものも多くあります。例えば、道路と接していない
無道路地などは実際に売買される価格よりも、倍程度、高い評価額で評価・課税される可能
性がある、ということです。逆にアパートなどの収益不動産を所有している場合、評価額は
下がり、有利になる可能性があります。まずはご自身の資産が有利な形になっているか、と
いうことから確認してみましょう。

➢ 無道路地 ２００

➢ 貸地 ２００

➢ 崖地 １５０

➢ 借地権 １５０

➢ 別荘 １３０

➢ 不整形地 １２０

➢ 広大地 １１０

➢ 計画道路 ９０

➢ 骨董品 ８０

➢ 土地 ８０

➢ 家屋 ６０

➢ 収益不動産 ４０

現金預貯金、株を「１００」としたときの評価額（目安）
※下図の数値は一般的なイメージです。所有される資産の状態等によって変わる場合がありますので、ご不明
な点はお問い合わせください。
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相続相談コーナー ②

各税制度の特例の利用には一定の条件があります。資産税に詳しい各専門家（税
理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口
℡ 0120-689-840 担当： 堀口（ほりぐち）

Ｑ．自分が亡くなったら、妻に自宅を相続させたいと思ってい
ます。ただ、私達には子供がいないので、妻が亡くなった
後に、家系である甥に相続させることはできますか？

Ａ．そのまま相続すると、奥様が亡くなった後、義弟が相続す
る可能性が高くなりますね。事前に対策を打つことで甥
御さんに相続することもできます。

妻 夫

子供なし

何も対策をしないと・・・。遠方の妻の親族（義弟）

が相続して、「空き家」などになる可能性も・・・。

義弟 姉

甥

信託
契約

夫

委託者

妻死亡で
信託終了

甥

受託者

利益
権利

夫

第１受益者

甥

帰属先

妻

第２受益者

夫死亡後…

信託監督人

現状ですと、ご本人様
（夫）と奥様の間にお子さんが
いらっしゃらない、とのことですの
で、左上図のように、妻に相続
した後、妻の法定相続人は義
弟、ということになります。ですの
でもしかしたら将来、義弟が資
産を相続することになる可能性
があります。
これでは将来、資産が活用さ
れず、空き家になるなどの懸念
もあります。

このままだと・・・義弟が相続？！

民事信託を活用して甥御さんに相続させるケース

例えば、民事信託を活用し、ご
本人様と甥御さんで左下図の
ような信託契約を取り交わすこ
とで、直系のご家族がいらっ
しゃらなくても、家系のご親戚
に将来の資産を託すことが可
能です。
また、信託の契約期間は売却
を禁止したり、甥御さんの監督
者を置くこともできます。
ぜひ一度ご検討されてみてはい
かがでしょうか？
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不動産ソリューションコーナー ①

物件再生で収入アップ！ポイントを抑えましょう。

古くなった物件をいつまで持たせるのか？物件をより良い状態に保ちたいけ
ど、どこまでお金をかけていいのかわからない。そんな場合の大事な投資判断
のポイントをお伝えします。

下の表は、空室期間が長く続く、Aさんの物件の状況です。家賃が5.2万円の物
件ですが、8ヶ月間空室の状態・・・。家賃を5.9万円に上げて、1ヶ月で入居が
決まったらどうなるかを試算してみました。

そのままの家賃で8ヶ月で決まる場合と、家賃を上げて1ヶ月で決まる場合を比
較すると、5年間で77.7万円の差が出ます。単純に10年間で考えると、倍の約
155万円の差が出る計算になります。節税効果を考えると、更にプラスαの効果
がえられる、ということになります。家賃を上げる場合と上げない場合で、10
年後に家賃に差が出た状態が続く、と考えると、プラスになった155万円+α以
内の費用であれば、長期的な賃貸経営を考えるオーナーさんであれば、費用対
効果が見込める、ということになります。

特に古い物件でリノベーションなど大型の投資が必要な場合には、どれだけの
費用をかけて、どれだけの効果があるか、ということを見極めて対策を打って
みてください。

リノベーションを行う投資判断（設備と効果）のポイント

物件名： 金額単位：万円
Before After アップ率 アップ額

家賃設定 5.2 5.9 113.5% 0.7

空室期間（月数） 8 1

Before 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 ５年間合計 稼働率

年間収入 20.8 62.4 62.4 62.4 62.4 270.4 86.7%

After 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 ５年間合計 稼働率

年間収入 64.9 70.8 70.8 70.8 70.8 348.1 98.3%

77.7

リニューアル節税効果 （家賃増収額分でリニューアル工事をした場合） その他リニューアル効果  

所得税・住民税率 15% 20% 33% 43% 50% 55% ①家賃下落抑制　　②空室期間短縮　　

節税効果額 11.7 15.5 25.6 33.4 38.9 42.7 ③原状回復工事費用抑制　　④不満による退去抑制

５年間での家賃増収額
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5.9

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

Before After
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348.1
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５年間収入 After

Aさんの物件の5年間での収入比較
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不動産ソリューションコーナー ②

空室が危ない！！知らないうちに犯罪に使われる空き部屋と、
犯罪に巻き込まれないための対策とは！？

近年、全国的に空き部屋を活用した犯罪が多発しています。特に多いと言われているのは、空室物件で
“荷物”を受け取る手口で行われる犯罪です。その荷物とは、高齢者からだまし取った現金や、インターネット
販売等で不正に購入した商品。不動産会社が内見するように装い、荷物の配達時間に合わせ室内で受け
取り、すぐに部屋から出ていく、という手口が多いようです。

空室が犯罪に使われないための予防ポイントは！？
時代の流れに合わせ、インターネットや宅配などの利便性の向上で新しい犯罪につながっているのも事実で
す。犯罪に使われやすい物件の特徴と、対策方法をまとめてみました。

犯罪に使われやすい空室の特徴は？

対策方法

①人目につきにくい物件
例）死角が多い、清掃員・管理会社などの定期・不定期な出入りが少ない

②外付けの鍵ボックス（入室しやすい）

③空室が多い（不動産会社を装い入りやすい）

④物件が汚れている
（入居者が通報しなさそうと思われる）

⑤宅配ボックスがある
（荷物を受け取るために利用される可能性有り）

犯行に使われやすい空室の一番のポイントは、
『あまり丁寧に管理されていない』 『オーナー、入居者が無関心に見える』物件、ということのようです。
上の対策を確認し、実施していただくことで犯罪を未然に防げる可能性が高まります。

ぜひご自身の物件を今一度見直していただき、安全な賃貸経営を目指しましょう！

①清掃を実施
（きれいな物件は近寄りがたい）

②スマートロック・電子ロック活用
（合鍵が作られづらい）

③防犯カメラの設置
（顔が見られる可能性を避ける）

④人の出入りを増やす
（管理会社・オーナー・入居者、
出入りが多い物件は狙われにくい）
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管理物件 入居率90.10％
（平成27年12月末 現在）

社員紹介
氏名 清水 悠司

出身地 群馬県高崎市

勤務部署 高崎リフォーム、COLORS

入社年月 2019年１月４日

チャームポイント 丁寧な接客

業務内容 リフォームアドバイザー、注文住宅アドバイザー

私にとって
「メイクワン」は
こんな会社です！！

不動産・新築・リフォーム・リノベーションをはじめ、住宅に係るあ
らゆる分野を一社で行えるので、色々な面からお客様のお役に立つこ
とができる会社です。スタッフ一人一人が高い意識を持ってそれぞれ
の業務に取り組んでいるのが感じられるため、社内の雰囲気も明るく
て活気があり、やりがいを持って楽しく仕事ができる職場です。

入居審査編 〜目先の利益ではなく長期安定を目指して〜 （後編）

前号でご紹介した事件は、どれも入居者が起こしたことですが、本当に大家さんの立場ではど
うすることも出来なかったのでしょうか？
この様な問題は、運が悪ければ誰にでも起こりうることです。

被害にあったどの大家さんも入居させることを優先するあまりに、審査を軽視していました。
中には丁寧な入居者審査をする不動産会社との管理契約を、「何もやってない」として解除し
て自主管理に切り替えた方もいました。

自主管理を否定するつもりもありませんし、本当に家賃を集めるだけで他は何もしないに等し
い管理会社も存在しますので、管理を任せることが無駄だと思われ
る大家さん方のお気持ちは分かります。

でも、最悪の事態が起こらないように入居者の審査をし、使われて
いる状態を確認したりしたうえで、賃貸経営が少しでも上手く行く
ようにアドバイスをするためのパートナーとしての位置付けにいる
のが管理会社だと思います。ことわざにもあるように「餅は餅屋」
であるので、自主管理はそれなりのリスクがあることをご理解くだ
さい。

繁忙期で問い合わせが多くなる時期ですのでより慎重な入居審査を
心掛けましょう。
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店舗紹介

メイクワン 高崎

発行：株式会社メイクワン

おかげさまで創業22周年！
株式会社メイクワンは高崎エリアNO.1を目指して
お客様の大切な不動産の運用をお手伝い致します

高崎市のアパート・マンション・貸家・土地・建物
賃貸も売買も不動産の情報ならメイクワンへ

より良い賃貸経営
のご相談はこちら

お問い合わせ
メイクワン通信事務局 担当 吉澤

TEL:0120-689-840

□空室について
□売却について
□リフォームについて
□土地活用について
□家賃滞納について
□相続対策について

TEL:0120-689-840

